
2026 年審判部 会計規定 

1.審判謝礼規定について

・審判員への謝礼は、ライセンスに応じた金額とする。（表-1）を参照。

・当規定は、（一社）関西学生バスケットボール連盟が主催するすべての大会で適用とする。

（表-1） 

※審判依頼は近畿地区 S 級~C 級へ行う。D 級 E 級審判員は、近畿地区学生審判員のみ依頼をする。

※他地区審判員の審判依頼は、S 級～B 級審判員へ行う。

2.交通費について

・近畿地区審判員には実費精算で交通費のお支払いをする。

・他地区審判員については下記（表-2）通り交通費のお支払いをする。

(表-２) 

※審判部は２日間以上出務可能な審判員を優先的に割り当てる。

※関西の審判員の人数が足らず、他地区審判員を 1 日だけ割り当てる場合、交通費は往復分お支払いをする。

※２日間以上出務かつ男女どちらともの試合に出務する場合は、費用は「折半」とする。

折半方法は、1 日目男子会場場合は、自宅から会場(男子)までの交通費プラス、会場移動費 500 円をお支払いす

る。2 日目男子会場の場合は、会場(男子)から自宅までの交通費プラス、会場移動費 500 円をお支払いする。宿泊

費についても折半とし、4000 円のお支払いをする。
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3.全国学生審判講習会への補助について 

・関東学生連盟、東海学生連盟、四国学生連盟では、「全国学生審判講習会」が毎年開催されております。 

・補助金額を(表-3)の通りとする。 

 
※講習会に参加した学生には、各大学へ向け「伝達講習会(ZOOM または、資料等での伝達)」を実施する。 

※派遣者の選考方法は、当連盟審判部理事及び、審判部⾧が決定する。 

※活動後には、当連盟に活動報告書を提出。 

※交通費補助及び宿泊費補助の根拠 

・東海学生連盟について 

→新幹線で新大阪駅から名古屋駅の料金が往復￥11,880 

→宿泊費は、名古屋市宿泊客動向調査(R6)の宿泊費の平均値より抜粋。(1 泊￥7,000) 

→会場からホテルまでの交通費、新大阪駅から自宅までの交通費は実費となるため、¥12,000 の補助金額を設定。 

・関東学生連盟について 

→新幹線で新大阪駅から西台駅の料金が往復￥28,000(※会場は、大東文化大学) 

→宿泊費は、毎年「ガーデンホテル紫雲閣東松山」に宿泊することから、ホテルの値段に設定。(1 泊¥4,500) 

 

予算(Max2 人派遣をした場合を想定) 
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テンプレート育成事業活動報告書 
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4.審判員育成計画 IR 費用について 

・2026 年度審判部育成計画をもとに、IR の費用を(表-4)の通りとする。 

※IR:インストラクター（講師） 

〈育成計画〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈謝金・交通費〉 

 

 

 

 

 

 

※女子学連と協力の上、講習会が行われる場合、費用は「折半」とする。 
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